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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、労働者が安心して働ける安全な職場づくりを

進めます。

１．無事故・無災害を目指し、不安全行動を起こさせないため

作業開始前のKY活動を確実に行わせます。

２．日常の健康管理を行い、安全作業を行わせます。

３．交通事故防止の為、交通ルールと交通マナーの実践を徹底

します。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき不安全行動を行わない

作業に努めます。


